
１．件 名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(伊方発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請（使用済樹脂貯蔵タンク増設））【９】」 

２．日 時：令和４年１２月６日 １６時００分～１７時４８分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（◎・・ＴＶ会議システムによる出席） 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

奥調査官、中川上席安全審査官、中野安全審査官 

 

四国電力株式会社： 

原子力部設備保全グループリーダー◎ 他１３名◎ 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料１ 伊方発電所３号機 使用済樹脂貯蔵タンク（SRST）増設 設置変更

許可申請 コメントリスト 

・資料２ 伊方発電所３号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る 補足

説明資料 

 

以上 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 原子力規制庁の仲野です。それではこれから、伊方発電所の使用済み

樹脂貯蔵タンクの増設に係る設置変更許可申請のヒアリングを始めた

いと思います。よろしくお願いします。 

0:00:12 それでは事業者の方から説明をお願いします。 

0:00:18 四国電力本店トミオカでございます。 

0:00:20 そしたら資料 1 コメントリストに従ってご説明をいたします。 

0:00:26 まず、コメントリストのナンバー5－3 につきましてご説明いたします。ご

確認事項としましては収支操作の頻度を操作時間について記載を充実

化することというコメントをいただいておりまして、 

0:00:41 反映箇所といたしましては資料 2 の通し番号のページで下 14 ページか

ら記載を追記してございます。 

0:00:52 で簡単にご説明をいたします。 

0:00:55 4 ポツの輸送ソーサー樹脂操作の概要についての中の 4.2．1 のところ

に追記をしてございます。4.2．1 は使用済み樹脂貯蔵。 

0:01:07 樹脂タンクに一旦貯留した後にイシズミ実施庁タンク移送する操作の場

合について記載をしているところでございます。 

0:01:15 中ほどを赤文字で記載しているところでございますけれども、各脱塩等

から使用済み樹脂タンクへの移送時間は 1 時間程度であり、 

0:01:26 輸送頻度につきましては年に約 1 回程度の実績となってございます。 

0:01:32 また使用済み樹脂タンクから使用済み樹脂貯蔵タンクへの移送を、の

場合については、移送時間は 3.5 時間程度であり、移送頻度は、 

0:01:43 約 0.5 回パー年程度の実績となってございます。 

0:01:48 続きまして脱塩塔から直接、使用済み樹脂貯蔵タンクへ樹脂を輸送す

る場合についてでございますけれども、各脱塩塔から使用済み実質 5

タンクへの移送時間につきましては、1.5 時間程度、 

0:02:02 となってございまして、伊勢移送頻度につきましては、年に 1 回程度と

いう実績になってございます。 

0:02:09 説明については以上でございます。 

0:02:15 続きましてナンバーの 28－5 についてご説明いたします。説明者ちょっ

と交代いたします。 

0:02:24 思考力ミシマです。ご説明いたします。 

0:02:27 通し番号の 160 ページに、28、Ａ－5。 

0:02:33 遮へい評価条件において使用済み樹脂に吸着した方性物質の減衰を

効率よく説明することにつきまして、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:41 放送部長の右側に現在見込まれます遮へい評価において保守的時間

の減衰を考慮しておりません。資料にその旨追記ということで、 

0:02:50 160 ページの中ほどの 2 ポツ 1 評価条件の後段の方にその旨追記して

ございます。 

0:03:00 続きまして 28－5、タンク下階の通路部に対する放射性の影響をどのよ

うに評価しているのか。 

0:03:08 説明することにつきまして、 

0:03:10 タンクを増設する区画と、各階の通路部の間には十分なサノコンクリー

ト基礎がありまして、コンクリートに十分減衰されそのケアもしていくよう

に考えております。 

0:03:21 後につきましては、通し番号 162 ページ。 

0:03:25 の評価点のところもともとこちらの方に斜め 10 日に酔っ適切化に影響

はないと書いておったんですけどそちらについては先ほどの 160 ペー

ジの方に移動させまして、 

0:03:37 こちらには下の評価点のところで、こちらへの影響について記載をして

おります。 

0:03:47 ご説明以上になります。 

0:03:54 はい。すいません、中江原子力規制庁仲です。ちょっと今、1 点だけ 

0:03:59 中断しちゃって申し訳ないんすけど、今ご説明いただいている、30 条の

部分の下階への放射線影響なんですけれども、こちらって審査会合で

同じ。 

0:04:12 質問させていただいた内容について文章に落としていただいてるのか

なと思うんですけど、会合のときは土があるのでっていう話だったような

気がするんです。ちょっと説明ぶりが変わっているような気がするんで

すけど一応念のため確認なんですけど、一応、 

0:04:25 こちらの方がより詳細な説明っていうことでよろしかったですか。知久吉

江と申し訳介護アノ土と申し上げたんですけども下はすぐ下土ではなく

て、松内よりも遮へい濃度が高いコンクリート基礎がありまして、 

0:04:40 従いの通路部まで、 

0:04:42 には、5 メーター以上のですねコンクリート記者がありますので、土では

なくてコンクリートで十分遮へいされると。 

0:04:49 ちょっとそちらの方に資料の方修正してございます。申し訳ございませ

ん。お願いいたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:04:55 規制庁の中野です。土でも遮へいされるけどより遮へい能力があるコン

クリートの方が代表性ながあるので、そちらについて記載をしていると

いう認識でよろしかったですか。 

0:05:11 ご認識の通りです。 

0:05:14 そうですねおっしゃる通りです。 

0:05:18 はい、承知いたしました。すいません私の方から挟んでしまいましたけ

れども、 

0:05:28 規制庁側からこの点何かなければそのまま事業者の方で説明続けて

いただければと思いますけれども、 

0:05:36 はい、少々お待ちください。 

0:08:19 すみませんお待たせしました。慶長の奥でございます。先ほどのやりと

りについてちょっと確認、教えていただきたいんですけれども、 

0:08:27 基本的には新しく贈呈するタンクの下はコンクリー。 

0:08:31 多くの人があってということで、通路までの途中にはたして月を取る 

0:08:38 パスがあるのか或いはないのかというあたりをちょっと確認をさせてい

ただけばと思うんですが、いかがでしょうか。 

0:08:43 機構イデミシマございます 

0:08:46 通路を通るパスはですねコンクリート基礎のみを通る形で閉じ審査会合

で 

0:08:51 今ちょっと筒井と申し上げてしまったんですけれども全部コンクリートし

か通らないような、そういう形になっております。以上です。はい、わかり

ました。はい、了解ですありがとうございます。 

0:09:02 警視規制庁仲です。 

0:09:04 結局ですねその下、会合回答したのは帰ってきたので、自分が生きて

いて、 

0:09:11 値段何となくそのこの補足説明資料を見ると何か違ってるとかいうの

も、 

0:09:16 一応そのための事実関係の確認のヒアリングではありつつですね何

か、 

0:09:21 そこが、 

0:09:23 変わった経緯がわかるようにし、何だか知られた方がいいんじゃないか

って気がするんですけれども、例えばコメント回答のところで少し書いて

おくとかですね。 

0:09:35 なんか、今今のままだとその介護補助は、 

0:09:39 土ですねとかって何かそういう状態になっていて、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:44 でよくわからないけど、コンクリートなんていうのが資料が変わってみた

いな、なんかそういう経緯不明なところはちょっと残しておかないほうが

いいんじゃないかなと思っていて、 

0:09:52 そこの、 

0:09:55 だから会合で説明が違っているようであればそ、そこはそういうことでは

なくって、 

0:10:01 こういうことですっていうところがこの補足説明資料に書くのかコメント回

答に書くのか 

0:10:07 ここの議事要旨を残すっていうのはあるんですけれど、何かそこが今の

ところ、何かよくわからないっていう姿なので、 

0:10:16 例えばコメント回答のところに、そういう意味で書くとかですね。 

0:10:22 なんかそそういう措置はできないもんなんでしょうか。 

0:10:28 四国電力本店トミオカでございます。そしたらですねコメントリストの 

0:10:36 補足説明の欄のところにですね 

0:10:39 その審査会合でご説明した内容と、それを訂正させていただいてコンク

リートというふうな説明に代えさせていただくことを追記させていただき

たいと思います。 

0:10:51 そちらでいかがでしょうか。 

0:10:53 若宮じゃとりあえずその案で行ってみましょうか。 

0:10:57 はい。 

0:10:58 そんな感じでちょっと調整をお願いいたします。 

0:11:01 はい。 

0:11:02 よろしくお願いします。 

0:11:12 原子力規制庁の仲野です。そうしましたらこちらの部分については一旦

確認を終わらせていただいて、続けて説明をお願いいたします。 

0:11:25 四国電力本店トミオカでございます。 

0:11:29 そしたら、 

0:11:30 現時点で我々 

0:11:32 弊社はですね補正が必要と考えております。適合のための設計方針の

記載、 

0:11:42 について、町外については今現在、現時点で変更が必要と考えている

箇所がですね、設置許可基準規則の第 8 条と、 

0:11:55 第 9 条と第 28 条、そして第 29 条について、適合のための設計方針の

記載について、修正が必要というふうに考えてございます。 

0:12:09 まず 8 条について 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:12 ご説明をいたします。 

0:12:14 補足説明資料のですね通し番号を、 

0:12:17 47 ページでございます。 

0:12:22 こちらにつきましてはこれまでのヒアリングを踏まえまして最終的にこう

いった形に修正しますという修正結果が、今現時点でお示しをしている

ものでございます。 

0:12:35 申請時点の申請内容とどこが変わっているのかというところについて簡

単にちょっとご説明をいたします。 

0:12:44 真ん中ほど（2）の火災感知及び消火のところでございますけれども、使

用済み燃料貯蔵タンク室は、の後、使用済み樹脂貯蔵タンクが金属製

であること。 

0:12:59 ごめん。 

0:13:00 すいません、現時点の先生。 

0:13:03 の内容につきましては新使用済み樹脂貯蔵タンク室は、放射線の影響

のため消火活動が困難な場所であるが、という記載がございますけれ

ども 

0:13:15 ここの記載を削除しようというふうに考えてございます。 

0:13:20 もう少し下いったところで従ってのところの後の記載ですけれども、こ

こ、今現時点では使用済み樹脂貯蔵タンクは当期採取してございます

けれども、 

0:13:31 ここは使用済み樹脂貯蔵タンク出馬に修正をしたいと考えてございま

す。 

0:13:39 （3）の火災の影響軽減のための対策、のところでございますけれども、 

0:13:45 今現時点の記載としましては、 

0:13:49 後最終のところですけれども、3 時間以上の耐火能力の有する 

0:13:54 耐火能力を有する耐火兵器に囲まれた火災区域を設定し、他の火災区

域と分離するという記載にしてございますけれども、ここの部分をです

ね、 

0:14:05 系統及び機器のみを機器を設置する火災区域であり、他のを火災区域

と分離する壁が 3 時間以上の耐火能力を有する耐火兵器を必要としな

い。 

0:14:18 というふうな記載に修正を考えてございます。 

0:14:27 8 条については以上でございます。 

0:14:35 続けて 9 条の方についてご説明をいたします。 

0:14:42 9 条の適用のための 
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0:14:44 設計方針につきましては現時点での記載としましては、1 について安全

施設は新たに設置する使用済み樹脂貯蔵タンクの破損による溢水を防

止する設計とすることで、発電用原子炉を施設における溢水に対して安

全機能を損なわない設計とするという記載にしてございます。 

0:15:00 こちらについて記載の充実化ををするというところでございまして、修正

後の記載としましては、安全施設は新たに設置する使用済み樹脂貯蔵

タンクの破損による溢水を防止する設計とするとともに、 

0:15:14 機器の誤作動や弁グランド部、配管フランジ部からの漏えい、小児等に

対しては、漏えい検知システム等により早期に検知し、漏えい箇所の特

定及び漏えい箇所の隔離等を実施する。 

0:15:27 という記載を追記しまして、それ以降は現行の記載のままというところで

ございます。 

0:15:34 2 についても同様にですね設計するとともに、機器の誤作動やというと

ころを、 

0:15:41 からまた同様に追記をしているものでございます。 

0:15:48 救助については簡単ですが、以上でございます。 

0:15:53 規制庁中です。ちょっとこの点で確認なんですけど、破損による意思を

謀臣ってのは結局、だから、 

0:16:02 想定破損とか地震による破損とか幾つかの想定モードがある中で 

0:16:10 地震については、Ｓクラス設計ということでそれはなくって想定破損も一

応配管が対象なんでなくてということで、 

0:16:19 該当する想定モードに対しては破損しない設計とすることからというそう

いう趣旨でよろしかったでしょうか。 

0:16:26 四国電力、盛田でございます破損防止というのは、ご理解の趣旨で、間

違いありません。1 点だけちょっとだけ 

0:16:38 微修正させていただきますとＳクラス設計ではなくてＳｓに耐える設計と

なってますんで、Ｓクラス設計というとＳＤが入ってきてしまうので、いた

だきます。以上です。 

0:16:51 はい。 

0:16:54 だから発生し、要求が発生した場合においてもだけど、そもそもそうい

う、 

0:16:59 ゴトウタイ設計上の対策をとることで破損による溢水防止すると。 

0:17:05 書いてるという理解。 

0:17:07 と、 

0:17:08 理解しました。はい。以上です。 
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0:17:17 消費税にコンテントミオカでございます。そしたら続きまして、第 28 条に

ついてご説明いたします。 

0:17:25 第 28 条につきましては、現状の記載としましては、集済み樹脂貯蔵タ

ンクは独立した区画内に設け、同系へ漏えいを検出できる設計とするこ

とにより、放射性物質による汚染の拡大防止を考慮した設計とするとい

う記載にしてございます。 

0:17:40 こちらについても記載の充実化を図ることとしてございまして、ちょっと

読み上げますけれども、使用済み樹脂貯蔵タンクは、貯蔵する使用済

み樹脂が漏えいしがたい設計とする。 

0:17:52 使用済み樹脂貯蔵タンクは使用済み樹脂の発生量を考慮して、貯蔵が

できる容量とするとともに、独立した区画内に設け、漏えいを検出できる

設計とすることにより、 

0:18:02 放射性物質が万一漏えいした場合に適切に措置できるよう、放射性物

質による汚染の拡大防止を考慮した設計とするという形に記載の充実

等を図ることとしてございます。 

0:18:21 続きまして第 29 条につきましてご説明をいたします。29 条につきまして

は現状を、申請の中で記載がないところでございますけれども、 

0:18:32 審査の中で 29 条の対象条文とすることになりましたので今回記載を追

記するものでございます。 

0:18:39 適合のための設計方針につきましては読み上げますけれども、設計基

準対象施設である使用済み樹脂貯蔵タンクは、既設を含めた原子炉施

設からの直接線及びスカイシャイン、 

0:18:52 線による敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り小さい値と

なるように設計する。具体的には実効線量で年間 50ｍＳｖを超えない設

計とするというふうに記載することとしてございます。 

0:19:16 当社からの当社が考える補正の内容については以上でございます。 

0:19:25 原子炉規制庁の仲野です。はい。そうしましたら、補正に係るような、確

認事項について私の方から何点か、まず確認させていただければと思

います。 

0:19:37 そうしましたらまず、4 条関係ですね、耐震の部分なので補足説明資料

だと。 

0:19:55 あと 33 ページのところですかね、衛藤中央下の 33 ページのところ、 

0:20:01 なんですけれども、 

0:20:03 現在耐震の重要度分類の関係の説明なんですけれども、今ほど空で

補正の 
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0:20:11 多分最終形と合わせる形になると思うんすけど、 

0:20:15 説明内容だと、使用済み受傷タンクがＢクラスであるっていうふうな説明

だ形なってるんですけれども、審査の中で、Ｂクラスの共振であるってい

うふうに確認させていただいたと思うんですが、 

0:20:28 現状の記載だとそのＢクラスの共振っていうところが、読み取れなくてで

すね、ここで書かれてないとですね申請書の中でそのＢクラスの共振で

あるっていうことがちょっと確認できないので、 

0:20:40 この部分についてその設計方針に記載する必要があるんじゃないかな

というふうに考えているところです。この点について確認させていただけ

ればと思います。 

0:20:52 四国電力の平田です。 

0:20:55 テンパチ本部につきましては、共振スルーについては、書かない方針と

しております。その理由としましては、 

0:21:05 共振の恐れがあるかどうかは、こいつによって決まるものでありまして

黒字の算出は、機器の先方や重量が必要となり、これらについては、詳

細設計段階で確認が必要で、 

0:21:20 具体的には設工認で 

0:21:23 設定根拠を示した上で決まるものと考えております。なお補足説明資料

では、 

0:21:31 共振の恐れがあると。 

0:21:34 説明いたしましたが、こちらにつきましては、 

0:21:37 既設のＳＲＳＴと同様の設計となることが予定されていることから、 

0:21:43 当社の検討段階では、 

0:21:46 共振の恐れがあるだろうという意図で、 

0:21:50 記載させていただいているものの、詳細設計で寸法重量等をもとに、こ

ういう値を計算して、 

0:21:58 初めて共振の恐れがあるかどうかが確定するということで、テンパチ 

0:22:04 には記載しない方針としております。以上です。 

0:22:12 原子力規制庁の中野です。今のご説明だと設計方針についてはその詳

細設計にかかるようなその重要だったり寸法だったりっていうところまで

記載しないで、 

0:22:24 そこで記載されないということは、共振であるかどうかっていうところの

判別もできないので今のところは原発の設計方針については共振につ

いて記載をしないっていう整理としているっていう認識でよろしかったで

すかね。この理解でやってますか。 
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0:22:40 四国電力平田です。ご認識の通りです。 

0:22:45 はい規制庁中です。 

0:22:46 焦燥末いただければと思います。 

0:23:00 規制庁中です。 

0:23:02 ちょっとですね、 

0:23:05 あんまり、 

0:23:08 これタンク単独だけの許可ってのはあんまりないっていうのは、 

0:23:14 ちょっと前例がないのでなかなかわかりづらいところではあるんですけ

ど、 

0:23:20 ちょっと今のご説明だとですね補足のほうだ等、既設のタンクを踏まえ

ると、 

0:23:28 可能性があるから書いている。 

0:23:31 ということで、既設のタンクは、 

0:23:35 共振の恐れがあるものとして評価してるんでしたっけ。 

0:23:40 四国電力平田です。おっしゃる通り、既設のタンクＡＢ側については共

振の恐れがあるものとして評価して、す。 

0:23:50 過去に説明しております。以上です。 

0:23:54 規制庁中です。 

0:23:57 考え方。 

0:23:59 によっていろいろ書き方も変わってくるとは思うんですけれど、 

0:24:04 今方針の段階なのでですねそれは詳細な設計は詳細な設計で工認段

階で、実際供試学生するかどうかってまた別に、 

0:24:14 その時の判断だと思うんですが、方針としてある程度可能性があるもの

についてはですね、 

0:24:21 しっかり書いておけばいいんじゃないかと、いうふうに思ってます。で、

補足に書いてるけど、その 

0:24:28 テンパチ本部には書かないっていうこと自体はですね、ちょっとねじれて

いて、 

0:24:33 ある程度その本文に、 

0:24:36 補足するものが補足説明資料なので、 

0:24:40 除く上でその可能性はあるから書いて、だけど詳細設計なので、本文に

は書かないとか多分そういう説明はちょっと成り立たないんじゃないかと

思っていてですね。 

0:24:50 それは別に方針は更新で書いておいて、 
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0:24:55 ある程度詳細設計で実際なければそれはそれで別にないということで

おしまいにすればいい話だし、 

0:25:02 逆にあった場合にですね、その許可上の更新として書いてないことに対

して、工認上できない出てくるということ自体が逆に、 

0:25:11 ちゃんと方針として述べていたのかと、いうようなことになるんじゃない

かと思ってます。 

0:25:19 四国電力の村上でございます。ちょっと平田の方が誤解を与える表現

を、で説明してしまいましたのでちょっと補足をさせていただきますと、補

足説明資料の 33 ページをご確認いただけたらと思います。 

0:25:34 現状の設置許可の記載でございますが、Ｂクラスに分類し、の後でござ

いますけども、それに応じた地震力に対して概ね弾性設計の設計、弾

性範囲の設計を行うと。 

0:25:48 いうふうに記載をしております。で、ここのここ、それに応じた地震力とい

うのが、テンパチの方に記載をしてございまして、具体的には静的地震

力を考慮しますよ。Ｂクラスですので 1.8Ｃｉを考慮しますよということ。 

0:26:05 で、共振の恐れのある施設については当然先ほどの静的地震力にコー

アイデ 2 分の 1ＳＤによる影響を検討しますよというこの 2 点をテンパチ

に記載をしてございます。 

0:26:16 ですので、それに応じた地震力に対してというところで、5 であれば、1.8

Ｃｉ静的地震力のみでございますし、共振の恐れがある施設について＋

2 分の 1ＳＤを考慮しますよというのが、 

0:26:31 この記載とテンパチの本文で、テンパチの方で記載をしているという状

況でございます。で、先ほど平田の方から説明をいたしましたが、強震

放送例があるかどうかというのは固有値の方で判断をいたしますとこ

ろ、 

0:26:48 こういう値については、設工認で設定根拠等をお示しをして、決まる寸

法重量で計算をいたしますので、それに基づいて、この 

0:26:59 それに応じた地震力が決まるものと認識をしてございます。で、補足説

明資料の具体的には 40 ページでございますが、 

0:27:10 ちょっと書き過ぎの部分がございました。ｂポツのところでございます

が、ｂポツの括弧の下から 3 行目のところでございますが、 

0:27:22 静的地震力と組み合わせるとともに、共振の恐れのある施設として、と

いうところで、詳細設計に踏み込んだ記載にしてございましたので、こち

らの部分は、 
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0:27:32 前段のですね共振の恐れのある場合にはという、テンパチ通りの記載

に修正をさしていただいて、静的地震力と組み合わせるとともに共振の

恐れがある場合には、 

0:27:46 ある施設である場合には、動的地震力も考慮しますよという記載のほう

に修正をさせていただければと考えてございます。以上でございます。 

0:27:59 はい。規制庁仲です。まずその補足において一応、 

0:28:04 2 分の 1ＳＤの話もしていてそれを踏まえて、テンパチの方もうまとめた

書き方ではあるけれど、一応それは、 

0:28:15 それも考慮した設計とするということで整合がとれてるということはそこ

は理解しました。 

0:28:22 それから、あとは補足の 

0:28:25 ところです。 

0:28:29 考慮する場合にはっていうのもそれはそれでそうならない場合も詳細設

計であり得るのでそういう書き方をすること自体も、 

0:28:39 そこは理解しました。 

0:28:41 その上でさらにということなんですけれど、 

0:28:46 33 ページがですね、ここも短縮し高い書き方になっていて、 

0:28:52 確かにおっしゃる通りに包絡した読み方にはなっているんですけれど、 

0:28:57 何かそれに応じた地震力って結局何なんですかというふうにですねそこ

が、 

0:29:02 明確ではない。 

0:29:04 というところがちょっとどうかと思っていて、何かこれだけでそれに応じた

地震力に対して、 

0:29:11 設計を行って具体的に何なんですかってこう聞きたくなるような記載な

のかなと思っていてですね。 

0:29:17 むしろもう少し踏み込んでですね、35 ページのように静的地震力に対し

てと、あとは共振の恐れがある場合にはこうすると。 

0:29:28 いうところを何かしっかり記載していただいた方がいいのかなと思ってま

す。 

0:29:33 逆にその新規制基準適合性審査の時にどこまで書いたのかっていう話

もあるかと思うんですけど、 

0:29:40 それを単に同じようにですねそれに応じた地震力に対してという、 

0:29:45 丸めた書き方ではなかった。 

0:29:49 ではないかと、しっかりと 
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0:29:52 等書いていたんじゃないかなというふうに思っていてそれはまさにその

基準上もそういうところがですねＢクラスについては静的なものとその共

振の恐れがある場合と、 

0:30:03 いうところに対して、具体的にちゃんとその対応した書き方をしていたか

と思っていて、今回だけ何かまとめた書き方でおさめるというのはです

ねちょっとどうなのかなと思っていてですねちょっとそういう意味で少し、 

0:30:16 もう少し具体的に書いていただきたいというのが、コメントなんですけど

いかがでしょうか。 

0:30:25 四国電力の村上でございます。趣旨は理解しました共振の恐れがある

という、すいません。共振がそれをあるようにというような、詳細設計に

踏み込まない記載であれば、 

0:30:40 問題ないかと思いますので、それに応じた地震力でという記載を再稼働

工認等を確認しながら、静的地震力と共振のある教師の恐れがある場

合は動的地震力も考慮しますよと。 

0:30:56 いうようなことがわかるように修正をさして、補正をさしていただけたらと

思います。以上です。 

0:31:04 はい。規制庁仲です検討よろしくお願いいたします。 

0:31:12 はい、原子力規制庁の仲野です。 

0:31:14 4 像に関してなんですけれども社長の方から借りなければ、続けて私の

方から確認進めたいと思います。 

0:31:25 そうしましたら、 

0:31:27 8 条の関係ですね、火災の部分。 

0:31:31 なんですが、 

0:31:36 47 ページの設計方針の部分ですね、こちらの部分なんですけれども先

ほど、 

0:31:47 補正の案を説明いただいた時にちょっと内容に含まれてなかったので

確認なんですけれども、 

0:31:53 設計方針の（2）番の火災感知及び消火のところの、2 段落目、従って以

降のところなんですけれども、先ほど葛西タンク室はっていうアノ室を追

加しますよというお話だったと思うんですけれども、 

0:32:07 火災感知設備及び消火設備を設置しない設計とするっていうふうに記

載されてると思うんですけど、もともとの当初申請だと火災感知器並び

にっていうふうに記載されてたと思うんですけどこちらの部分も変更が

あるのかなと思っておりまして、 
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0:32:23 ここの部分っていうのは変更されてますけど火災感知器並びにと火災

感知設備及びっていうのはどちらの方が適切なのか念のため確認をさ

せていただければと思います。 

0:32:34 当四国電力シゲマスでございます火災感知設備が、おっしゃる通り火災

感知器から火災感知設備に変更してございます。 

0:32:46 要求の条文が火災せ、感知設備とございますのでそちらの表現に合わ

せたというのが変更の趣旨でございます。以上です。 

0:32:57 施設の中です。こちらについては要求のないように文言合わせましたっ

ていう形ですかね。それ以外でよろしかったですか。 

0:33:06 四国電力重松です。ご理解の通りでございます。 

0:33:10 院長規制庁仲野です。承知いたしました。 

0:33:13 8 条の関係で確認がありましたら、当然、ちょっと 1 点私の方から追加

で確認なんですけれども、 

0:33:24 ちょっと書き方の問題かもしれないですけど（3）番の火災の影響軽減の

ための対策のところの、 

0:33:31 2 行目以降なんですけど、他の火災区域と分離する壁は 3 時間以上の

耐火能力を有する耐火駅及び必要としないっていうところがちょっと若

干日本語が引っかかってですね。 

0:33:42 他の火災区域と分離する壁は、音訳耐火兵器を必要としないっていう

何か壁は壁を必要としないっていうような書き方になっていて、ちょっと

ここは日本語的に変なのかなというふうに思ってるんですけど。 

0:33:58 当四国電力シゲマス図ですご指摘の通りだと思いますので日本語とし

てわかりやすくなるように修正をしたいと思います。 

0:34:07 はい、規制庁ナカノそうですね壁は、その耐火能力を必要としないであ

ったりとか耐火兵器、3 時間以上の耐火能力を有する耐火兵器を必要

としないとかそういった書き方になってくるのかなと思いますけれども、

検討の方よろしくお願いします。 

0:34:24 食堂のシゲマスで承知いたしました。 

0:34:27 あと、 

0:34:28 よろしければ申し訳ありませんここにはちょっと記載反映できてなかった

んですけども、2 点ほど表現の明瞭化というところで、 

0:34:36 ちょっと修正案をご提示したいと思うんですけれども、よろしいでしょう

か。 

0:34:41 はい規制庁ナカノＳＡとどの部分でしょうか。今お話いただけますか。は

い。 
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0:34:48 47 ページ、2 ヶ所ございましてまず 47 ページの上のほうにあります適

合のための設計方針。 

0:34:57 こちらの 2 行目のところにですね、安全性を損なわないよう、 

0:35:02 そのあとに 

0:35:04 使用済み樹脂貯蔵タンク及び使用済み樹脂貯蔵タンク室においてとい

う表現を、言葉を追加したいと思っております。（1）から（3）まで仕事して

使用済み樹脂タンクと使用済み樹脂貯蔵タンク室という 2 種類ございま

すので、 

0:35:19 それらが対象というのがわかるように、この安全性を損なわないような

後に、 

0:35:24 使用済み樹脂貯蔵タンク及び使用済み樹脂貯蔵タンク室において、 

0:35:29 ということを追加したいと考えてございます。 

0:35:33 2 点目がですね、（3）の火災の影響軽減のための対策。 

0:35:39 こちらがこちらの 1 行目ですけども、放射性物質の貯蔵機能を有する構

築物とありますけども、この貯蔵機能等にのみという蓋文字を追加した

いと考えてございます。 

0:35:51 補足のほうに説明ございますけども、貯蔵機能と閉じ込め機能のうち、 

0:35:56 この使用済み樹脂そ貯蔵タンク室は貯蔵機能のみを有するというところ

でそちらがわかるように追加したいと考えてございます。修正へ変更箇

所以上になります。 

0:36:17 原子力規制庁の仲野です。 

0:36:19 今 2 点、説明いただいた修正点ですけどまず 1 点目のところは次魚住

純層貯蔵タンクという収蔵タンク室においてっていうところで場所の明瞭

化ですよね。 

0:36:30 で、2 点目のところなんですけど、こちらについては、確か火災の影響

軽減のところでゲットー分とかですね、必要としない条件としてその貯蔵

機能のみを有してる。 

0:36:43 設備に関してっていう確か限定を評価の時にされてたかと思うんですが

そういったところと整合させるような形で記載をするっていうような認識

でよろしかったですかね。 

0:36:54 四国電力重松ですご理解の通りでございます。 

0:37:00 はい。承知しました。私の方からは変更については異論ないと思ってお

ります。 

0:37:07 規制庁の方から特に何もなければ、はい。次に進みたいと思います。 

0:37:15 そうしましたら次ですね、12 条の関係で補足説明資料の 120。 
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0:37:34 100、 

0:37:40 そもそもですね。 

0:37:44 十条の 

0:37:45 方針なので、 

0:37:58 すみません 120、少々お待ちください。 

0:38:29 あ、失礼しました 119 ページですね。 

0:38:32 衛藤。 

0:38:34 共用の部分なんですけれども、12 条の安全施設の適合のための設計

方針の部分で、 

0:38:44 7 項の適合方針ですね、ここの部分で 5120 ページから、 

0:38:51 使用済み樹脂所蔵タンクは 2 以上の原子炉ハセガワ原子炉施設にお

いて共用するか、1 号及び 2 号の安全を重視しよう済み樹脂を貯蔵した

場合でも、 

0:39:01 使用済み受傷タンクの安全性を損なわない設計とするってあるんです

けどまず、ここの部分について共用するけれども安全性を損なわない設

計とする理由っていうところがまず何なのかっていうのを一度確認させ

ていただいてもよろしいですか。 

0:39:20 四国電力本店トミオカでございます。その部分につきましてご説明いた

します。補足説明資料の方にも記載をしてございますけれども、 

0:39:30 スタートすページで 129 ページで 3 ポツのところを発電用原子炉施設の

安全性の影響のところでございます。 

0:39:39 ここ、ここでですね 2 以上の乙原子炉施設において共用しますが、伴 3

号炉で発生するしょ済み樹脂と 1 号炉 2 号炉で発生するシミズ未実施

2 位、 

0:39:50 差異はないというご説明をしてございまして、差異がないことから使用

済み樹脂貯蔵タンクに対しての安全性に影響がない、間違いがないと

いうことをご説明しているというところでございます。以上でございます。 

0:40:04 原子力規制庁の仲野です。使用済みん、中央する樹脂の内容について

差異がないので共用しても問題がないっていうふうにおっしゃったと思う

んですけれども、 

0:40:16 この共用についてなんですけど、こちらってその共用する以上はその一

つの号炉に対して、設置するタンクよりもより多く、 

0:40:28 貯蔵したりとか、そういった話になってくると思うんですがそれ、 

0:40:34 共用した上で、その十分な容量の確保だったりとかそういったところって

いうのはその共用の部分に対しての 
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0:40:43 設計方針の内容にはなりえないと、そういう形で考えてもよろしいです

か。 

0:40:56 四国電力の井手でございます。えっとですね一応、12 条のところには書

けてないんすけど 28 条のところで、具体的に言いますと補足説明資料

の 135 ページ通し番号 135 ページのところになります。 

0:41:12 こちらの表の中で、1 号及び 2 号炉から発生する樹脂の量を一応評価

してございまして、今、 

0:41:23 これからですね廃止措置完了までに発生する樹脂は、約 11 立米という

ふうに想定してございまして 12 号の中の、ちょっとマスキングなります

ので容量は申し上げませんけれども、 

0:41:37 それを容量できる、貯蔵できる容量を 

0:41:41 12 号側で確保ができそうというふうに考えてございます。ですのでこち

らの方ですね 12 号からの発生量も考慮して、水を輸送するというより

か 12 号の樹脂は 12 号の方で、 

0:41:57 貯蔵ができて、3 号の樹脂をメインで入れるというような形で考えてござ

います。すいませんちょっと意図に合った会議ご回答になってるかどう

かあれですけれども、以上になります。 

0:42:13 原子力規制庁ナカノ谷津今ご説明いただいたので 3 号について、 

0:42:18 今回増設するタンクは 3 号がメインで貯蔵するっていうお話で、 

0:42:25 いただいてましたけど 

0:42:28 12 号の部分って、このタンクに入らないって認識でよろしかったですか。 

0:42:35 四国電力の井手でございます。えっとですね 125－14 が入らないかと

いうと、そちらの方は入る可能性があると考えてございます。その理由

はですね、 

0:42:45 3 号にもすでに設置しております。仁木委員タンクＢタンクにつきまして

は、すでに共用しておりまして、12 号の樹脂をすでに運んだ実績があり

ます。で、 

0:42:57 将来ちょっとわかりません。不確定ですので確実とは言えませんですけ

れども、3 号の中の樹脂を処理する際に、タンク間でやりとりをするとか

そういったことも考えられますので、 

0:43:13 遠いＡＢ、今の既設の仁木と同時に 3、新しく増設するものにつきまして

も、12 号の受注を貯蔵する可能性があるということで共用したいという

ふうに考えてございます。以上です。 

0:43:48 既設のナカノです。 
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0:43:51 まず、設備的なところの確認なんですけれども、そうか、今、129 ページ

の、 

0:43:59 図の、 

0:44:00 2012－4－1 図で記載されているところを確認すると直接、 

0:44:06 今回の 

0:44:09 Ｃ檀空っていうのは 1 号 2 号と、 

0:44:14 アガワやソウダ、 

0:44:17 今、タンク間のやりとりであれば、12 号の部分は入るかもしれないって

いう話いただいてましたけども、これは、 

0:44:28 1 人も含めての容量を込みで考えていると思うので 

0:44:36 そういう前提で考えていらっしゃってるのかなと思ってたんですけれども

そうならない場合もまずあるってことなんですかね。 

0:44:48 すいません四国電力の井手でございますちょっとすいません言い方が

あまり正しくなかったことをお詫び申し上げます。衛藤。 

0:44:57 ご指摘のご指示の通り、12 号の樹脂につきましてもですね、3 号まで衛

藤受入し、新しい増設タンクに受け入れすることの可能性もございます

ので、 

0:45:11 共用という趣旨をありていです。 

0:45:14 もありますまた隣のタンクからノーというところも踏まえて江藤響様、今

の既設の仁木と同様に、新しいものも共有すると。 

0:45:26 いうことで考えてございます。以上です。 

0:45:30 規制庁中出そうですねそうです共用スルー範囲の中には入っていて、

あとは、タンク全体でＡＢＣ見た時に、すべての容量合算してみて、 

0:45:43 12 号を含めて容量が十分であるということが共用車問題ない要因の一

つになっているのかなというふうに考えてまして、28 条にも先ほどご説

明いただきましたけれども、容量についてはご説明いただいてる。 

0:45:59 と思うんですが、これ、そちらと同様の内容が共用の 

0:46:05 説明の中に入ってくるべきなのかなっていうふうに思っているのと同時

に、設計方針についても 

0:46:13 共用しても、安全性を損なわない設計である理由っていうようなものも、

必要なのかなというふうに考えているところです。 

0:46:43 ちょっと待ってます。 

0:46:49 四国電力本店でございます少々お待ちください。 

0:47:30 あ、すいませんちょっと先ほどの補足ですけれども今ちょっと私の方で

考えたのは 120。 
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0:47:37 9 ページのところに容量の話を追記いただくとともに、 

0:47:42 120 ページの適用方針についても容量を確保しているっていう話を記載

するっていう必要はないのかなというふうに考えたところです。 

0:48:39 四国電力の井手でございます。今お話いただきました趣旨、理解させて

いただきました 12 号の発生量今後の発生量を考慮しても共用しても容

量は十分であるということを、 

0:48:55 28 条と同じような形で示すとともに、適合の設計方針のところの記載に

ついて、そういった内容を含めることでちょっと検討させていただきま

す。以上です。 

0:49:08 原子力規制庁の仲野です。はい。検討の方よろしくお願いいたします。

このままちょっと続けたいと思うんですけど、お時間大丈夫ですか会議

室の移動が確かあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、 

0:49:37 原子炉規制庁の仲野です。私の方から先ほどしゃべった内容って聞こ

えておりますか。 

0:49:43 四国電力本店でございます。衛藤聞こえております。少々お待ちくださ

い。 

0:50:15 四国電力本店でございます。衛藤。 

0:50:18 ちょっとこちらから説明したいと短時間でちょっと終わると思っております

内容がありますので、その説明だけさせていただいた後にちょっと移動

させていただいて再開とさせていただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

0:50:31 原子力規制庁ナカノです。はい、承知いたしましたそうしましたらその説

明事項お願いいたします。 

0:50:37 施行でるコジマです。30 条につきまして先ほど 

0:50:41 コンクリート基礎を通らないパスあるかというご質問があったかと思うん

ですけれどももうほとんどところです。もうコンクリート相当ですけどお預

かり一番遠いパスで、若干その基礎の下の 

0:50:54 土っていうかがんですね、を通るラインがあるのは確認でございます。

ただそのラインにつきましても木曽の渥美の方が十分厚いので、 

0:51:04 攻撃性の方で十分遮へいできると、そのように考えてございますちょっ

と先ほどの点修正させてくださいよろしくお願いいたします。 

0:51:15 現状規制庁中です。はい。説明の訂正内容承りました。 

0:51:20 規制庁側からありますか。規制庁ナカセ今のところはその事実を踏まえ

て、さらに補足説明資料の記載も変えるという理解ですかそれとも、 
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0:51:30 これはこれでこのままでそのコメント回答だけ変えるっていう意味なの

かそこはどういう方針なんでしょうか。 

0:51:37 思考力ミシマございます。補足説明資料についてはコンクリートで十分

遮へいされるってのは間違いございませんので、そちらについては記載

せずに、コメントリストの方に審査会合から記載内容踏まアノ変更した

点について、 

0:51:50 記載するというふうに考えてございます。 

0:51:53 以上でございます。 

0:51:55 はい、規制庁ナカセ了解しました。検討よろしくお願いします。 

0:52:00 四国電力の村上でございます。先ほどの 4 条の逐条の検討内容につ

いて、若干読み上げさせていただけたらと思います。確認がてら読み上

げさせ、 

0:52:12 ていただけたらと思いますがよろしいでしょうか。 

0:52:16 検証規制庁の仲野です。はい。よろしくお願いします。 

0:52:20 はい。事故条文、次のように修正させていただけたらと思います。設計

基準対象施設である使用済み燃料樹脂貯蔵タンクは、耐震重要度分

類をＢクラスに分類し、 

0:52:34 地震層せん断力係数Ｃｉに 1.8 を乗じて求められる水平地震力に対して

概ね弾性範囲の設計を行う。 

0:52:47 また、共振の恐れのある場合には、弾性設計を地震動に 2 分の 1 を乗

じた地震動により、その影響についての検討を行う。これで 1.8ＣＩと 2 分

の 1ＳＤの検討を、 

0:53:04 というのが地震力が具体化されるかと思いますが、いかがでしょうか。 

0:53:13 はい、規制庁ナカセアノ、概ねよろしいかと思います。 

0:53:17 1.8Ｃｉとかっていうのはそれはあれすかね新規性基準時にそこまで書い

てるからそれに合わせてそこまで書くっていう、そんな感じですかね。何

か貯層ですね本文。 

0:53:29 設置許可基準規則の本文、 

0:53:32 及び逐条にも、 

0:53:37 本文の方には 1.8 を乗じてという記載がございます。また逐条について

は、建物構築物の 1.5 に 0.2 倍をした値という。 

0:53:48 ものが記載がございますので、本文にも 1.8 という定数がありますの

で、記載をしてはどうかというご提案でございます。わかりました。だか

ら 35 ページだけ見ると単にその静的地震力に対してという、 

0:54:04 漢字に書いてあるので、 
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0:54:06 あんまなんかこんな感じなのかなと思って、1.8 と、それもそれで一応本

部に書いてるから書いてるという。 

0:54:13 ことですかね。 

0:54:15 ちょっと通常のこういう改造、 

0:54:19 的な何かその許可で、その耐震上どこまで補修を書いてるかっていう、

あんまり何か例もないような気もしてるんですけど 

0:54:27 相場感的にもそんな感じで、 

0:54:29 他とも一応整合がとれるようなそういうことでしょうかね。 

0:54:34 そうですね。本文及び再稼働時の逐条と概ね整合がとれるような記載

になっているかと思います。 

0:54:42 はい。社長長瀬アノ今お聞きした限りでは一応、 

0:54:46 必要なキーワードなりは入ってるかというふうに思ってますのであとは、 

0:54:52 ちょっと我々の方周辺情報を調べて、必要であればちょっと少しまた相

談かもしれませんが、基本的には大丈夫かと思います。耐震は大体、 

0:55:01 ここら辺まで書いて、 

0:55:04 細かいところだと何か組み合わせの話がありますけどそういうのは通

常、そこまでは書いてなかったっちゅうことでよかったですかねかこうい

う会場案件というのは、 

0:55:14 相当細かく、再稼働の時には逐条は書いておることは、荷重の組み合

わせとは書いてはおりますけれどもテンパチに具体的に書いてますの

で、入力地震動をメインに記載する。 

0:55:33 方向でどうかなというふうには考えてございます。わかりました。 

0:55:39 ちょっと、我々の他の例も不踏まえながら少し検討はさせていただきま

すけども、今日議論のあったところでは 

0:55:49 2 分の 1ＳＤも一応入るということなのでそれはそれでそういうような場

合にはという表現でとりあえず留めておいていただくような感じでよろし

いのかなというふうには考えてますが、そんな感じでよろしいでしょう

か。すいません。 

0:56:02 はい。四国電力の村上です。またこれで当社の方、法制等の準備を進

めて、進めて参りますのでまた何かございましたらご指摘いただけたら

と思います。 

0:56:17 以上です。はい、わかりました規制庁中です。また何か必要であれば少

しまた相談させていただくということで。了解しました。 

0:56:28 植林本店でございます。そしたらちょっと会議室を移動させていただきま

す。 
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0:56:36 はい。規制庁仲野です。承知いたしました。今、ＦＸの会議で、本店がロ

ビーで待機している状態ですけれども、こちらはもうすでに加えちゃって

大丈夫ですか。 

0:56:47 よろしくお願いします。 

0:56:51 承知しました。 

0:56:52 すいませんそしたら 5 分ほどちょっとお時間いただきます。 

0:56:56 はい。そうしましたら再開は 17 時 05 分再開でそれまで一旦中断とした

いと思います。 

0:57:04 よろしくお願いします。 

0:57:11 はい。原子力規制庁の仲野です。そうしましたらヒアリングについて再

開したいと思います。私の方から、また確認事項なんですけれども、28

条の関係ですね補足説明資料の 140 ページをお願いいたします。 

0:57:31 麻生。 

0:57:33 あ、失礼しました 133 ページですね。 

0:57:41 28 条の設計方針の部分なんですけれども、 

0:57:47 基準規則上ではですね貯蔵及び管理っていうところを、解釈のところで

規制しているんですけれども、 

0:57:55 現在の適合方針だと先日の審査会合の方でもお話ありましたけど貯蔵

の話とかも含めて、 

0:58:05 記載していただいてると思います。で、この部分について管理について

は現状適用方針等どういったところで読むのか、またですねその管理に

当たる事項ってのは何を想定してるのかっていうところを確認させてい

ただければと思います。 

0:58:23 施工電力の井手でございます。設置許可基準規則の補足に書かれて

いる貯蔵及び管理の管理というのが、どういうことかというところと、質

問、理解いたしました。 

0:58:35 まずですね十分な貯蔵容量確保できておりましたら、既許可に記載して

おります放射性廃棄物管理を継続して実施可能であると考えてござい

ます。 

0:58:48 時評価に記載しております放射線管理と申しますと、具体的にはです

ね、今設置許可の官報がそちらにあればご覧いただければと思うんで

すけれども、設置許可添付の 8 の 11 ポツ保守、運転保守という、 

0:59:05 項目がございます。 

0:59:09 減少規制庁ナカノすみません、ちょっと通りにいってもよろしいですか、

少々お待ちいただきたいと思います。 
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0:59:15 はい。お願いいたします。 

0:59:20 お待たせいたしました。よろしくお願いします。 

0:59:24 すいません、遅刻で呼ぶ予定でございます。続けさせていただきます。

設置許可添付 8－11 のＳＨＯＥＩという運転保守のところになるんですけ

れども、 

0:59:34 まず、12、11 ポツ 1 の運転保守の基本方針、こちらにて、実際の運転

管理事項につきましては保安規定等において規定するというふうにして

ございます。 

0:59:47 続きまして、11 ポツ後の放射性廃棄物管理のところなんですけれども、

私が持っておりますので、ページをちょっとめくりまして、最後の 2 行の

ところに、放射性固体廃棄物について書いてございます。 

1:00:01 法廷フエートアノ読まさせていただきますと、放射性固体廃棄物を発電

所内に貯蔵または貯蔵保管する場合は、所定の貯蔵設備において適

切に管理すると。 

1:00:14 ということで、貯蔵施設において適切に管理する次その次タイ的な実施

の管理の仕方につきましては保安規定の方に規定するということを、添

付書類の 8－11 で、 

1:00:27 記載してございます。こちらの管理の仕方につきましては今回の都度Ｓ

ＲＣ造、手術のタンクを増設いたしましても変更はございませんので、管

理方法については従来と同じも既許可をいただいたものと同じというこ

とで、 

1:00:44 設計方針のほうには記載してはございません。以上になります。 

1:00:53 原子力規制庁の仲野です。今お話しいただいた内容ですけども、ちょっ

と今回の許可の話をちょっと外れてしまうかもしれないんすけど、具体

的に保安規定等で記載されている管理っていうのは何を指すのかって

いうところを教えていただけますか。 

1:01:09 四国電力の井手でございます。はい。設置許可の、ではなくて保安規定

の方の運用の方になるんですけれども、そちらの放射性廃棄物管理と

いう章がございます。 

1:01:21 こちらの方で、放射線管理課長というものが行うんですけれども、使用

済み樹脂貯蔵タンクにおける使用済み樹脂の貯蔵量、 

1:01:31 3 ヶ月に 1 回確認するとか、そういったことを保安規定の方で定めてご

ざいます。以上です。等で貯蔵量を管理していると、量を把握していると

いうところでございます。以上です。 
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1:01:48 原子力規制庁の仲野です。今の 3 ヶ月に 1 回の確認だったりっていう

のが内容なんですね。それを踏まえてなんですけれども、細かい内容に

ついては、設計方針のところに書く必要はないかなとは思いつつ、 

1:02:03 貯蔵及び管理できる古藤っていうところで貯蔵については補正の方針も

踏まえて、記載いただく方針で検討いただいてると思いますので、 

1:02:14 そこ等並びを取る整理だと管理できるっていうところも、設計方針のとこ

ろでは示す必要があるのかなあというふうには考えているんですけれど

も、今私の方では 

1:02:26 記載、追記いただくべきかなというふうに考えてます。 

1:02:33 四国電力の井手でございます。はい。管理の仕方に変更はないんです

けれども、貯蔵及び管理できることということが解釈にあるということで、

設計方針の方に記載するということでし。 

1:02:49 考えたいと思いますちょっと記載の仕方につきましてはですね例えば

今、 

1:02:55 のところ設計方針では、 

1:03:00 ごめんなさい。 

1:03:03 例えば、貯蔵ができる容量とするというところを貯蔵及び管理とかがで

きるというふうな形で管理という言葉も加えるようなイメージでおります

けれども、そのような記載の仕方でイメージあっておりますでしょうか。 

1:03:35 はい、原子力規制庁仲野です。そうしますとそうですね補正の方針につ

いては承知いたしました方向性としてはそれでよろしいかなと思ってお

ります。あとは 

1:03:47 臼井先ほどの確認のところなんですけども設計方針のところに書く必要

はないかなと思いつつ後ろの方の説明事項として、さっきの 3 ヶ月に 1

回の確認だったりってところを追記いただければ、保管できるのかなと

いうふうに考えております。 

1:04:02 こういった形で検討いただければと思いますけれどもよろしいでしょう

か。 

1:04:07 四国電力の井手でございます。はい承知いたしました設計方針のところ

に管理という言葉を入れることと、あと補足説明資料の説明のところ

に、実際の管理をどのようにやっているかというところを記載するという

ことで承知いたしました。以上です。 

1:04:22 はい。よろしくお願いいたします。まず 28 条の補正に関わるような内容

については私からは以上ですけれども規制庁の方からはありますか。

はい。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:04:31 はい。大丈夫そうなので、大丈夫なのでそうしましたら補正が直接関わ

るような内容じゃないところのもろもろの確認事項について、次進めたい

と思いますけれども。 

1:04:43 規制庁の方から確認する事項ありますでしょうか。 

1:04:57 規制庁中です。あとはちょっと補正とは関係ないというところで、 

1:05:04 介護もあってあとはここら辺の補足説明資料を少し充実させるというと

ころでいろいろ、 

1:05:13 ちょっと内容を改めて見てですね少し確認したい点があるのでちょっと

細かい質問が多くなるんですけれど、 

1:05:23 ちょっと確認させていただきたいと思います。 

1:05:26 それでまず 10 ページ目にですね、 

1:05:33 各条文への整理表というところで、第 6 条について、 

1:05:39 最後に括弧書き利益許可の設計方針を別紙 1－1 に示すということ 

1:05:47 で今回これが別紙 1－1 がですね、17 ページ目ぐらいからずらっと。 

1:05:58 真木評価での設計方針を載せてるんですけど、 

1:06:03 これはそもそも載せる必要あるんでしょうか。 

1:06:24 四国電力の木村でございます。こちらの表の設計方針別紙としてつけさ

せていただいたのがですねこの備考欄の中で、既許可通りであるって

いうところを説明、 

1:06:37 この限り説明をさせていただいた上で、ちょっと実際の評価ではこういう

ふうに書いてるんですよというところをちょっとできるだけわかりやすく、 

1:06:48 記載をさせていただくという出資で別紙としてお付けをした次第。 

1:06:55 数で江藤真路、特に 6 条についてはいろんな事象があるんっていうとこ

ろもありましたのでそれについて、 

1:07:03 ご説明をさせていただきたいというところで、別紙をつけさせていただい

たと。江藤。この条文の整理の中でこういうふうにさせていただいたとい

う、 

1:07:15 ところなのかなというふうに考えてます。 

1:07:18 以上です。 

1:07:20 規制庁中です。そうするとー第五条で津波ってありますけどこっちはつ

いてませんよねこれは何でついてないんですか。 

1:07:36 四国電力の木村です。津波につきましては事象としては津波っていう事

象をというところで 

1:07:46 それに対して備考欄の中である程度評価の方針というところが書き切

れているのかなというふうに考えて考えましたので、度、備考 
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1:07:58 にプラスアルファで別紙までつける必要ないかなというところで別所お

つけしていないというところです。 

1:08:06 金城長井です。何となくその説明もよくわからないところなんですけど。 

1:08:11 備考のところである程度、既許可のエッセンスなりをちゃんと書いてさえ

いただければですね何かわざわざ、 

1:08:20 添付する必要があるのかっていう気はしていて、で、 

1:08:25 目。 

1:08:26 次の 1－1 を見た。 

1:08:28 だけでですねそれは単に抜き書きしてあるだけなので、これで何、何を

どこを確認したいのかっていう、 

1:08:35 ポイントもよくわからずですね何か。 

1:08:38 ここまで大々的につけるとなんかほとんどこう三角という 0 に近いよう

な、 

1:08:44 印象もあるんですけど、 

1:08:47 何かこれまでの話し合いで言えばある程度既許可で整理されている、

それはもうエッセンスである程度、数行で書くような説明で、確かに 

1:08:59 許可の範囲内でねとわかるんであればそれは三角だねというような、 

1:09:04 説明で、一応こういうふうに至ったのかなと思ってですね、何となくわざ

わざ別紙 1－1 を 

1:09:10 つけて、なおかつこれがどこがポイントかもよくわからず、ずらずらっと

書いて、 

1:09:16 何かつけたので、これで判断してくださいなんて言われても何か、これ

で何を話すとかっていう、 

1:09:22 よくちょっと位置付けがいまいち明確でないかなと思ってますけどそこは

どうでしょうか。 

1:09:35 端的に言うと何か、そもそも別紙 1－1 をわざわざつける必要があるの

かなっていう気もするんですけど、つけるんだったらちゃんと他の条文を

ちゃんとつける。 

1:09:44 べきだと思うしなんか津波と外部事象と違うそんなにないような気がし

ていて、 

1:09:49 むしろ同じような系統ですよね。 

1:09:51 何となく、ちょとアンバランス感が目立つようなところがあるんですけど

そこはいかがでしょうか。 

1:10:00 長電力の木村です。 

1:10:05 この六条への参画であるっていうところを示すところで、ついての方が 
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1:10:14 説明の方がしやすいのかなというところもあって、今つけてきたという経

緯があるんですけど、実際は実際に企画課でこういうふうに書いてます

っていうところを並べ立ててる。 

1:10:26 というところがあって、エッセンスとしては、備考欄の方に今、オカ、書か

せていただいているのかなというふうに考えてますので、 

1:10:37 実際この評価については実績もお出ししてるものを確認いただければ、 

1:10:42 いいところなのかなというふうに考えますので 

1:10:46 とかのでしたら削除をさせていただくかなというふうに考えますがいかが

でしょうか。 

1:10:54 はい。規制庁長井です。個人的にはそういうことでもいいのかなと思っ

ていてですね。 

1:11:00 我々も既許可は一応その持てるので、それを見ればわかるという、 

1:11:06 話ではある強い。 

1:11:08 それを引用しないまでもですね、そ、そのＳｓをしっかりとこの備考に書

いてもらえればそれはそれで判断できることなのでなんかいらないかな

という気はしましたんで、 

1:11:23 そ、そのそういう意味で改めてちょっと別紙の 1－1 の 

1:11:29 既許可の申請内容を見て、 

1:11:33 若干ちょっと気になるのはですね 

1:11:38 10 ページ目のその書き方として一応竜巻による竜巻防雪を、 

1:11:46 内包する施設により竜巻防護施設を防護し、 

1:11:52 構造健全性を維持すること。 

1:11:54 等によりっていうふうに、 

1:11:56 一応なっていて、多分 

1:12:00 竜巻とか、 

1:12:02 火山なんですかねそそれだから建屋で守りますから建屋の中は別に変

わっても構わないですよねと言いつつ、 

1:12:09 何となく他のいろんな外部事象の 

1:12:13 に対する、 

1:12:16 もの説明としては、別に建屋内で守るからっていう言い方もしてないよう

な気もしていて、 

1:12:24 そういうことでいうと、6 条のこの 10 ページの書き方の、 

1:12:30 等、 

1:12:31 最後、 

1:12:33 下から 2 行目なんですかね同様に、 
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1:12:36 既存の原子炉建物建屋内に設置することからっていうのが、これだけな

のかっていう気もしていてですね。 

1:12:47 補助建屋内に設置することなどから、が網羅的な何か確認なのかって

いう気もするんですけどそこはいかがでしょうか。 

1:12:59 何か建屋内だけ守ればいいっていうのは竜巻火山の話であって、 

1:13:05 後の細かいバラバラした事象は実は、建屋内どうのこうのっていうのは

別に、 

1:13:11 許可でもうたってないけど、まあまあ、 

1:13:14 それは設計方針が変わるもんじゃないんだろう。 

1:13:17 ということで 

1:13:19 ことなどからなのかなっていう気もするんですが、いかがでしょう。 

1:13:33 東北電力の木村です。今現在この縦竜巻防護施設というところを一応

代表で書かせていただいて、 

1:13:43 ていうのが原子、建屋で防護してるっていうのが一番例としてもわかり

やすいというところで現状のこれまでの 

1:13:55 議論させていただいて今の記載になっているものというふうに認識して

おりますで、まず 

1:14:01 防護する、 

1:14:04 設計として、補助建屋内に設置するという以外のあと防護の仕方という

ところがこの 6 条の適用の中で、 

1:14:13 あるのであればちょっと等をつけるトーン等、ちょっと記載については見

直しを検討させていただきたいと思います。 

1:14:24 以上です。 

1:14:25 はい、規制庁のガス、ちょっとそこは今私がいろいろとその評価を見た

限りでのちょっと感想というところもあってですね、 

1:14:34 ちょっと今日のヒアリングにおいてはまずその別紙 1 をわざわざつける

かどうかはそこは間をつけるんであれば他の情報も含めてつける。 

1:14:43 あった方がいいかと思いつつ、 

1:14:46 つけないんであれば全くつけないということでもういいのかと思って一応

つけない方向でということでは、 

1:14:53 いいのかなと思ってます。あとは 

1:14:56 細かい書きぶりとして今ちょっと私が聞いたら頭入れるか入れないかに

ついては、 

1:15:03 ちょっと、我々ももう一度ちょっと精査はしますが何かそういう、 

1:15:08 ちょっと私が言ったようなコメントを踏まえてですね、 
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1:15:11 少し何か、 

1:15:13 修正すべき点があるかどうかちょっと引き続き検討していただければと

思いますがいかがでしょうか。 

1:15:23 長電力の木村です。また別紙委員の精度がタケナカにつきましてはちょ

っと他の所に全部つけていくってのもあまり効率的ではないのかなとい

うふうに考えますので削除する方向で、 

1:15:35 検討させていただきたいかなと思っております。で、6 条の設計方針に

ついてご指摘いただいたところを踏まえて、網羅的に記載、各事象に対

する防護設計というのが記載できる増加という観点で、 

1:15:48 ちょっと記載を検討させていただきたいと思います。以上です。はい。は

い。規制庁仲です。わかりました。そういうことで少しちょっと、 

1:15:59 我々もちょっと精査をしますが引き続き検討すべきところは検討してい

ただいて必要であれば少し、 

1:16:05 修正をいただくということでよろしくお願いします。 

1:16:09 それから引き続き何点か、事実関係確認ですけれど、 

1:16:15 12 ページ目でですね、これもちょっと細かいコメントなんですけれど、 

1:16:22 散歩Ⅱの一番上から、 

1:16:27 4 秒目ぐらいに保安規定に基づく 1 回 1 日の水監視というのがあるん

ですけれど、 

1:16:34 その下に漏えい検知器による漏えい監視というのは、これは自動的に

検知して自動的に警報か何か発生するということかと思うんですが、 

1:16:45 上の 1 日 1 回の水監視ってのはこれはどういうやり方で監視をしてるん

でしょうか。 

1:16:57 電力の木村です全う日々の巡視点検等の中でタンクの水位っていうの

を毎日確認をして、 

1:17:07 おりましてそれを記録しているというのを本店に基づいて実施していると

いうところで、今の記載をさせていただいてございます。 

1:17:18 金城仲です。だからあれですかね監視盤みたいのが確かあってそれで

Ｓｕｉｃａなんかがあるからそれを人が見に行く。 

1:17:27 ていう、 

1:17:28 そういう理解でよろしかったですか。 

1:17:33 藤職員におきますご認識の通りです。 

1:17:37 はい。 

1:17:38 これ何か何か異常があった場合は、何か通常こっからここまでの範囲。 

1:17:46 であるべきみたいなんかそういう。 
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1:17:48 阪南値みたいのってあるんでしたっけ。 

1:17:53 何が異常、どういうふうに判断するかなんですけど、ここは、 

1:17:58 タンク水に、四国電力のキムラですタンク水につきましては標準チーと

いうものを設けてましてその範囲内であるというところを、日々監視して

いるというところでございます。 

1:18:10 標準値とは具体的にどうどういう、 

1:18:13 値なんでしょうか。すいません。 

1:18:16 そういう感じですか。 

1:18:32 電力のキムラです。標準値としましてはタンクの水の 90 から 100％とい

うところで設定をしてございます。 

1:18:45 90 から、 

1:18:46 水の 90 から 100％。はい。 

1:18:51 その範囲内である。 

1:18:53 どうかってそ、そういうことですか。 

1:18:58 この 

1:19:01 失礼しましたすいません上の水が 101％、ここでした。失礼しました。上

の水が 101％を、 

1:19:11 下の水が 90％、その範囲内かどうかを確認すると、そういうイメージで

よろしかったですか。 

1:19:19 僕電力キムラですおっしゃる通りです。わかりました。 

1:19:23 それからあとは、13 ページなんですけれど、 

1:19:30 等、 

1:19:31 ここもちょっと細かい質問なんですけれど、 

1:19:34 まず 

1:19:37 14 ページの方の図の 5 の説明が 13 ページの方にあって、 

1:19:42 ちょっと 

1:19:44 ようワーク必ずしもあんまり対応してないような感じで、どれがどれに該

当するのかというのがちょっと、 

1:19:51 明確でないところはあるんですけれど、 

1:19:55 他のページに行くとまた何か違う系統図が小さいして、何か、 

1:20:00 それぞれの配管というのはどこなのかってのは何となくは、 

1:20:04 見れなくはないかというところもあるんですが、 

1:20:08 10Ｃの入口配管って見れば大体わかるとは思うんですけど 14 ページで

言う、 

1:20:18 等、 
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1:20:19 入口配管っていうのは、 

1:20:22 上の脱塩塔のタンクから、 

1:20:27 降りてきて、 

1:20:29 貯蔵タンク室に入るまでの配管一連が全部入口配管っていうことなの

かそれとも、 

1:20:37 タンクに入る直前の配管のことを言ってるのかそこは範囲としてどこに

なるんですか。 

1:20:53 電力の木村です。タンクの入口配管というところですとタンクに衛藤接

続しているところを衛藤。 

1:21:03 吉井ソウダん時の入口配管というふうに、衛藤。 

1:21:07 交渉しております中止脱塩塔から 13 時貯蔵タンクまで一連を入口配管

というふうには 1 と言わないかなっていうふうに考えてます。 

1:21:19 はい。 

1:21:20 なんか大体そんなもんだろうなと思うんですけど、何かいまいち。 

1:21:26 なんかはよくわからないのでちょっと図、図の 5 の方にですね、何かわ

かることであるんですけど、ちょっとその、 

1:21:33 用語との対応という関係で受振入口配管ってどこのことかっていうとこ

ろをちょっと図示していただきたいと思うんですけど。 

1:21:40 用語だけ見ればいいと思うんですけれど、配当とんですね。 

1:21:44 それはお願いできますでしょうか。 

1:21:49 四国電力のキムラですと称しました図の 5 の方に 14 入口配管というと

ころをお示しさせていただくこととします。 

1:21:59 はい。 

1:21:59 規制庁仲です。それからあとツチヤの 13 ページの方で廃液戻り配管っ

て固化装置っていうのがあるんですけど、 

1:22:09 これは揚々と何使い方ってのはどうどういう使い方なんでしょうか。 

1:22:23 僕電力の木村です。こちらの排気戻り配管ってといいますのは、現在ま

だ設置されておりません。樹脂移送ポンプにより、 

1:22:35 ここは装置等の方へ樹脂を移送し、した場合に、その 14 以外の廃液

が、一旦重症タンクの方に戻すと。 

1:22:49 いうラインとしまして今この 

1:22:52 廃液戻り配管というのが設けられてございます現状はこの先はまだ接

続はされてないんですけどもこれからも設置する樹脂槽ポンプなりがそ

ういうものが設置されてきますとこの 
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1:23:06 廃液戻り配管というところに今接続されて樹脂相互の廃液がタンクに戻

ってくると、いうような配管となってございます。以上です。 

1:23:18 規制庁だからさ、まだ設置されずこれからというものなんですかねこれ

だから既設のタンクもこういうのがあったんだけど、 

1:23:28 この配管自体は設置されてなくてっていうことですかね。 

1:23:33 ちょっとですね何かそこの事実関係がよくわからないところがあってです

ね名称だけ見れば何となくよ。洗浄配管とかそういう名称だけ見れば、

よくわかるような配管もあるんですけれど、 

1:23:45 何かこの排気戻り配管って結局何、何の、どう、どういう状態なのかって

いうのはよくわからないので少しちょっと。 

1:23:52 13 ページに括弧書きでも何でもいいんですけれどどういうものなのかっ

て今おっしゃったようなところをですねちょっと記載いただけますでしょう

か。 

1:24:02 東北電力の木村です。当間湖と先ほどの戻り配管につきましては既設

のタンクにも設けられてはいるんですけれども、その先がフランジ、 

1:24:12 等で演技がされているという状態になってございます。増設する、3Ｃタ

ンクにつきましては同じように、設置しますのでその辺りと、迷うと。 

1:24:24 も踏まえて記載を拡充させていただきたいと思います。以上です。 

1:24:29 はい、社長仲です。了解しました。 

1:24:33 それからあとは 14 ページ目のですね、4.2．1 のところ 

1:24:41 等、 

1:24:43 以下の 

1:24:48 発煙等の樹脂については、 

1:24:51 受振タンクに一旦調理し減衰させた後ということで、 

1:24:55 三つほど書いていて、 

1:24:59 ここら辺の 161 ページを見る等、 

1:25:05 比較的線量の高い脱塩塔ということ 

1:25:10 ＡＢＣＤＥとあってですね多分真子これに該当するのかなと思いつつ、 

1:25:17 161 ページのイの使用済み燃料ピット脱塩塔樹脂というのが、14 ページ

の方には書いてないんですけれど、これは、 

1:25:27 書いたほうが適切なのかどうかなんですかそこは事実関係としてどうな

んでしょうか。 

1:25:44 四国電力の木村です。4 点、14 ページの 4.2．1 のところに記載させて

いただいておりますのは 
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1:25:51 文章の方でも記載すさせていただいておりますけれども放射性の希ガ

ス数等が発生する、樹脂につきまして使用済み樹脂タンクの方で一旦

貯留すると。 

1:26:04 いうふうにしておりまして、真木ガス等も発生するものを記載させていた

だいているということでございます。 

1:26:11 一方 161 ページの方に記載させていただいている、受振脱塩塔という

のは、線量の観点で高いものと、 

1:26:23 いうところを記載させておりますので現状の記載、通りなのかなというふ

うに考えてございます。 

1:26:31 規制庁ナカセわかりましたそうすると使用済み燃料ピット脱塩塔樹脂と

いうのは、 

1:26:38 これは使用済み樹脂、炭鉱踏査。 

1:26:43 に直接、 

1:26:45 樹脂貯蔵タンクに移行するという理解でよかったんですかね。 

1:26:54 オク電力キムラですご認識の通りです。わかりました。そこはなんか 15

ページだけ見ても何かよくわからないところがあったんですけど、ワカマ

ツじゃこれは直接、 

1:27:05 貯蔵するということで理解しました。はい。 

1:27:11 あとは、 

1:27:13 すみませんか、かなり後は飛ぶんですけれど、 

1:27:19 これも細かいところで、 

1:27:24 へえ。 

1:27:25 うん。 

1:27:26 170 ページなんですけれど。 

1:27:35 こっち平和目的ということでこれも 1 回ヒアリングしたままちょっとあんま

り確認はしてなかったんすけどちょっと改めて未定なんですけど。 

1:27:42 まずちょっと 170 ページ目に真ん中にちょっとページ番号が、 

1:27:47 何か、3－3 というのが、 

1:27:52 転記されてるので、多分これ誤植かと思うのでちょっと直していただけま

すでしょうかということなんですけどいかがでしょうか。 

1:27:59 承知いたしました四国電力本店トミオカでございます承知いたしました。

その点修正いたします。 

1:28:06 はい。 

1:28:07 それからあと最後ですけど、 
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1:28:12 194 ページ目の技術的能力についてのところなんですけれど、ここもち

ょっと何かヒアリングしたまま、その後何かあんまりちょっと確認が進ん

でなかったところもあるんですけれど、 

1:28:25 何か、この前のヒアリングの時にその 

1:28:30 全体的なその技術的能力に関する 

1:28:35 方針自体はそれはそれで書いていただいたとして、今回の工事に関わ

るものとしてのですねな特徴的なところについて、 

1:28:47 それぞれどうなのかというような質問した記憶があって、例えば 

1:28:53 解析を要するということに対して今回の受振タンクの設置でですね、そう

いうものが発生するのかとか、そういうようなところは、 

1:29:06 この資料上どっかに書いてあったんでしたっけ。 

1:29:15 知久電力本店でございます。ちょっとお待ちください。 

1:29:42 四国電力の木村でございます。いただきました。コメントをにつきまして

は 

1:29:52 落札後 252 ページ以降の 

1:29:57 品質管理に必要な体制の整備に関する説明書の中で、衛藤。 

1:30:05 今回の工事に関連する箇所についても説明をすることというところでコ

メントいただいていたというふうに 

1:30:14 理解してございます具体的に 

1:30:18 今回の 

1:30:22 記載しておりますのが、264 ページ目以降のところで記載をさせていた

だいておりまして、 

1:30:30 設置許可申請書の添付 11 の江藤新生野間－江藤間比較表というとこ

ろを記載させていただいておりますのと、 

1:30:40 お持ちで本申請に係る具体的な活動実績というところを、各プロセスに

対して 

1:30:52 本申請に関わる具体的な活動実績を書かせていただいてございます。 

1:30:59 先ほどの解析とかっていうところもおっしゃっていただいたと思うんです

けれども、そちらにつきましが例えば、 

1:31:07 5 ページの、 

1:31:09 270 ページのところ、 

1:31:15 23.3．2 設計及び建設設計のアウトプットに対する検証というところで、 

1:31:23 解析、こういう解析をしているというところで今回は社へ、設計の評価に

おいて調達による解析を実施しているというところを具体的に記載させ

ていただいていると。 
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1:31:35 いうところでございます。 

1:31:38 以上です。 

1:31:39 社長だからすごくわかりましただ技術的能力の方ではなくてこっちの品

質マネジメントの方に書いてるところですね。 

1:31:46 品証の体制設備に関する説明書か。 

1:31:50 わかりました。場所わかりましたんでちょっとまた確認さして必要であれ

ば少しまたお聞きするかもしれませんがとりあえず。了解しました。は

い。 

1:31:59 私からは以上です。 

1:32:06 はい。原子力規制庁の仲野です。私の方からも 1 点 10 条の関係なん

ですけれども、 

1:32:12 確認させていただきたいと思います 

1:32:23 ページ数の方がですね、 

1:32:27 下ページの 110 ページのところなんですけれども、前回までのヒアリン

グのところで、容易にす 

1:32:36 操作ができるっていうところに関してその環境条件と想定どうなのかっ

ていう話を聞かせていただいたところで、確か審査会合資料の前の時

に修正いただいたと思うんですけど、 

1:32:50 110 ページの 

1:32:53 ポツの下のなお以降のところですかね。 

1:33:00 運転状態の、通常運転状態における環境条件でも操作が可能な設計と

するっていうところを記載いただいてると思うんですけども、具体的に通

常状態、通常運転状態における環境条件でっていうところはどういった

状態なのかっていうのを確認させていただけますか。 

1:33:25 土木電力の木村です。こちらにつきましては江藤営業盤自体が通路部

に設定されておりまして、 

1:33:35 区分、区分で言いますと 2 の区分のところで、通常立ち入れるような通

路部に設置しておりますのでそのような、 

1:33:45 通常の人が作業できるような環境で、操作ができるというところを構え

と。 

1:33:55 このここに記載させていただいている通常運転状態における環境条件

になろうかというふうに考えてございます。 

1:34:04 減少規制庁中ですありございますここの部分については 

1:34:08 自然災害等が発生してない状態の通常運転してる状態を指していて、 

1:34:16 あと 
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1:34:17 ちょっとスズキ動があるんですけれども、 

1:34:30 112 ページのところですね。 

1:34:35 112 ページのところの④番。 

1:34:39 この部分の記載の、 

1:34:43 下から 3 行目のなお以降のところで受振の移送操作中に自然災害等

が発生した場合には着ショウジュ主事より、状況確認という操作の停止

を行うっていうふうにあるんですけども、この 

1:34:57 自然災害等っていうところでこの想定しているものっていうのは後ろの

添付資料で、 

1:35:05 追記していただいている 114 ページの部分の、環境条件とかそういった

ところを想定しているっていう認識でよろしかったでしょうか。 

1:35:21 四国電力の木村です。 

1:35:24 添付しております 114 ページから 115 ページのところで、と記載しており

ます。現場操作についても運転時の異常な過渡変化及び設計基準事

故に操作が必要な課長箇所は、 

1:35:39 環境条件を想定し適切な対応を行うことにより容易に操作することがで

きる設計とするというところで、運転時の異常な過渡変化とかであった

り、 

1:35:50 設計基準事故時に操作するようなものでは、今回の設備はないので、 

1:35:58 何ですので自然災害等が発生した場合には、もう操作を自体をもうやめ

て、停止等対応するというところで、ですのでここで示す、 

1:36:11 先ほどの運転時の異常な過渡変化設計基準事故時の環境条件とい

う、いうところにはこの自然災害等というのは 

1:36:21 そういう趣旨ですと、含まれる地震とかっていう、 

1:36:28 災害が発生したときには、この場による、このタンクに対する操作っての

は停止するということになりますので 

1:36:40 言っていただいたこの環境条件というところにはこの支援災害というの

は入ってくるのかなっていうふうに考えます。 

1:36:48 以上です。 

1:36:50 減少規制庁ナカノすいませんちょっと私の聞き方が良くなかったかもし

れないですけど環境上、環境条件で挙げていただいている地震だった

りとか、 

1:36:59 そういうあとは、 
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1:37:04 降下火砕物とかの、そういった自然災害この記載の中に含まれる自然

災害っていうのが、112 ページのところで記載していただいているその

発生した時に停止を行うっていう、 

1:37:19 条件に当てはまるものっていう認識でよろしかったですかね。 

1:37:25 四国電力の木村です。ご理解の通りかと思います。 

1:37:30 原子炉規制庁の狩野です承知いたしました。そうしましたらそうですね、

括弧書きでもいいんですけれども、その環境条件のところに、今言った

ような自然災害、環境条件ですね、自然災害等の 

1:37:44 ところの括弧書きのところで、先ほどおっしゃっていただいたような想定

しているものを記載いただければと思いますけれどもよろしいでしょう

か。 

1:37:56 四国電力の木村です自然災害のところの具体的な環境条件というとこ

ろは、記載を拡充させていただきたいと思います。以上です。 

1:38:06 はい。ご検討の方よろしくお願いいたします。 

1:38:09 私の方からも個別の確認事項については以上になりますけれども他

に、規制庁側から確認ありますでしょうか。 

1:38:21 はい。そうしましたらこちらの方から確認する事項は以上になりますけ

れども、 

1:38:31 消費電力側からさらにちょっと説明したいというような内容と、なければ

ホワイトボードに移りたいと思いますけれども何かありますでしょうか。 

1:38:49 四国電力本店トミオカでございます。こちらからご説明したい内容等は

特にございません。 

1:38:58 原子力規制庁の仲野です。はい、承知いたしましたそうしましたらそちら

の準備がよろしければホワイトボードに移りたいなと思うんですけれども

準備の方できてますでしょうか。 

1:39:20 少々お待ちください。 

1:40:00 東北電力の木村です。そうしましたらまず補正に関するようなところをコ

メントいただいたところ、 

1:40:09 宿題事項をこちらの認識を説明したいと思います。 

1:40:15 30 条のところでいただいたコメントで 

1:40:22 ペーパレスアノタング室と、上と下の間の遮へいについて、 

1:40:29 コンクリートを土からコンクリートに種修正した経緯等をコメントリストの

備考欄等で説明をさせていただきたいと。 

1:40:39 いうふうに思います。 
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1:40:41 続きまして四条の方ですけれども、地震耐震に関する説明のところで、

共振の恐れがある施設。 

1:40:54 等としてというところの記載がありましたけれども設計方針のところも含

めて、 

1:41:01 再稼働の許可を踏まえて、 

1:41:04 それに応じた地震力というところの記載をエミ直させていただこうという

ふうに考えております。 

1:41:14 続きまして八条の河西の江藤設計方針のところの、 

1:41:21 影響軽減の対策のところで、9、（3）の影響軽減の対策のところで他の

火災区域等のところの記載がちょっと現状の記載ですと、 

1:41:34 あまりよくない記載になっておりますので、そこのところの記載を見直さ

せていただきたいというふうに考えております。 

1:41:42 続きまして 12 条の安全、当施設の説明につきましては、共用に関する

説明の部分につきまして 

1:41:52 要領、12 号の樹脂の発生をも踏まえて、容量を設定しているというとこ

ろの記載も踏まえて、記載の見直しを検討させていただきたいというふ

うに考えております。 

1:42:07 まず補正に関係するようなところは以上かと思ってるんですけれども、 

1:42:14 四国電力井手です。江藤机に加えまして 28 条のところですけれども、

逐条の設計方針のところに管理という言葉を追加して、補足説明資料

のところに、実際に管理とはどういうことをやっているかというところを、 

1:42:30 補足説明させていただくということのコメントであったと理解しておりま

す。 

1:42:35 江藤細尾補正関係については以上です。 

1:42:39 します。 

1:42:43 当町電力トミオカでございます。あと、補正以外のところでいただいた宿

題事項の確認をさせていただきます。 

1:42:50 他補足説明資料の 10 ページのところ 6 条のところですけれども、別紙

を読み込んでいますところの記載を削除するというところと、あと、 

1:43:01 その備考欄に記載してる内容について、事象ごとに網羅的に書かれて

いる表現になってるかっていうところも、ちょっと踏まえまして、記載をち

ょっと見直しをさせていただこうと考えているところでございます。 

1:43:12 下のページ 13 ページのところで廃液戻り配管括弧交換装置というとこ

ろの記載について、どういったものかっていうのを説明を追記するようコ

メントいただきましたので反映をしたいと思います。 
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1:43:27 あとさ 14 ページのところで図 5 の中にですね入口配管がどれかという

ところをお示しするというところを反映したいと考えてございます。 

1:43:41 後は、 

1:43:44 スターのページで 112 ページのところですけれども自然災害との記載に

ついて、どういった内容が自然災害なのかっていうところを括弧書きで

追記をするというところを反映したいと思います。 

1:44:05 あと 170 ページのところで、 

1:44:12 真ん中ほどに 3－3 という動きというか誤植がありましたのでそれにつ

いて修正をさせていただきます。 

1:44:24 補正以外のところの宿題事項としましては以上と認識をしております。

以上です。 

1:45:36 原子力規制庁の仲野です今お示しいただいた項目については問題な

いと思ってて 1 点だけ、13 ページのところなんですけれども、 

1:45:46 先ほど廃液戻り配管のところナカガワの方からの説明の提供というふう

にヒアリングで確認させていただきましたけれどももし、もしですね早く

戻り配管以外の 

1:45:58 設備についてもその他のページで読めないようなところがあるのであれ

ば、同様に説明を追記いただければと思います。ちょっとこちらについ

ては検討お願いしたいと思います。 

1:46:10 各電力本店トミオカでございます承知いたしました確認して追記が必要

と、必要であれば追記を考えたいと思います。 

1:46:17 以上です。 

1:46:19 原子力規制庁ナカノです。はい、承知いたしました。 

1:46:22 確認事項ホワイトボードの確認も含めて以上になりますけれどもこのま

での間で四国電力側から何か説明事項等あれば、 

1:46:34 なければそのままスケジュールの花Ｃ、今後の動きの話に移りたいと思

います。 

1:46:42 そこで本店舗ヤダでございます。こちらから説明したい事項等は特にご

ざいません。 

1:46:51 原子力規制庁、よろしくお願いします。 

1:46:57 私の方からこれからす。じゃあ、今後の話にと思ったんですけど、もし何

かお話する事項があれば、 

1:47:07 あ、いや、特にないのですいませんがよろしくお願いします。 
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1:47:12 はい何かアノです承知いたしました。そうしましたら今後なんですけれど

も、今回のヒアリングを踏まえて補足くうを直していただくとともに補正の

申請の、 

1:47:23 準備をしていただくことになるかと思います。で、補正の内容についてま

た、 

1:47:32 固まりましたらご連絡いただいて、必要があればヒアリングっていうよう

な形になるかなと思いますちょっとそこの日程についてはまた東京支社

を通じて上げさせていただければなと思いますので、まずは補正の方

針の方について整理、 

1:47:46 進めていただければと思います。 

1:47:48 補正の時期等々が見えてきたら、東京支店を通じてちょっと連絡いただ

ければなというふうに思っています。 

1:47:57 もしそうですね。ごめんなさい等で補正については今のところ以上です

けれども、まずここまでで何かありますか。 

1:48:07 衛藤中国電力本店でございます。特性につきまして、これから我々もち

ょっと補正の案を作成して 

1:48:18 準備していくようになるんですけれども、 

1:48:22 そう、そうですねちょっとスケジュール感で我々、1 月末に 

1:48:31 許可をいただきたいという希望をご提示させていただいてございまして、

それをちょっと目指すというところで年内に、 

1:48:43 年内にといいますか 12 月の中旬頃に補正を出させていただきたいと、

いうふうな社内でのイメージを持っていて準備を進めているところで、 

1:48:55 ございます。で、社内でえっと、その補正の案について、上申をして決定

をとっていくっていう手続きが発生するんですけれども、 

1:49:05 その手続きを 

1:49:08 にちょっと要する時間を踏まえまして、ちょっと早めにちょっと内容につ

いてご確認をいただきたいという、すいませんちょっと手前があったとこ

ろはございますけれども希望を持ってございまして、 

1:49:21 早ければですねちょっと今日明日ぐらいでちょっと一旦、補正案の方を

ちょっとお示しさせていただきたいというふうに考えてございますけれど

も、そういったスケジュール感はいかがでしょうか。 

1:49:40 あ、規制庁中ですけど、補正案府政案として、 

1:49:44 ほそくうでもいろいろコメントあったかと思っていて、そこら辺を踏まえて

の補正かと思っててですねそこら辺の補正、補足説明資料の 

1:49:55 回答、コメント回答みたいなそれはいつぐらいになるんでしょうか。 
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1:50:08 フクヤマ本店でございます。ちょっとお待ちいただけますか。 

1:51:13 すいません四国電力本店トミオカでございます。すいませんちょっと補

正がございます補足説明資料の反映がについてですねちょっとどれぐ

らいいの、作業時間でうか、採用可能かというところがちょっとすいませ

ん今この担当者全員そろっていないものでして、 

1:51:31 ちょっとまた、支社を通じてですねちょっとその辺りご調整させていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

1:51:41 はい。規制庁永井です。それはそれで少し社内で検討していただくとし

て補正は防いでですね早目に検討していただければそれはそれで、 

1:51:51 こちらも確認は進めようと思いますが、ちょっと補足も全く関係ないわけ

でもないので少しそれを踏まえてどういう提示の仕方をするかはちょっと

東京支社を通じてまた相談させていただければと思います。 

1:52:06 想定いたしました。補足説明資料も 

1:52:10 協力反映したものはすぐにお渡しできるようには調整考えたいと思いま

す。 

1:52:37 原子力規制庁の仲野です。衛藤先ほど補正案についてお示しっていう

ふうにおっしゃってたと思うんですけれども、案についてちょっとこちらが

事前に見確認するというような、Ｃがですねちょっとどうかなっていうとこ

ろもありますので確認の仕方については 

1:52:54 そうですね東京支社を通じてご相談させていただければと思います。 

1:52:58 よろしいでしょうか。 

1:52:59 職員本店でございます。申し訳ございません。承知いたしました審査を

通じてまたあとご相談させていただきたいと思いますよろしくお願いしま

す。 

1:53:09 はい。よろしくお願いいたします。 

1:53:11 今回のヒアリングに関しまして規制庁の方から確認する事項等々は以

上になると思いますけど他に何かありますでしょうか。 

1:53:22 はい。規制庁の方からはトータルで以上になります。最後に四国電力の

方から何かありますでしょうか。 

1:53:32 四国電力本店トミオカでございます。こちらからは特にございません。ま

た別途支社を通じてご相談させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

1:53:42 はい、原子力規制庁の仲野です。承知いたしました。それでは本日のヒ

アリングは以上としたいと思います。 

1:53:50 ありがとうございました。 
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